
→住居不可侵の観点から必須（再出頭
要求に応じないことが要件） 

→必須（立入調査に応じない
ことが要件） 

→任意 

児童相談所 

家庭訪問 

出頭要求（第8条の2） 

立入調査（罰則あり）（第9条） 

再出頭要求（第9条の2） 

裁判官への許可状請求（第9条の3） 

臨検又は捜索（実力行使）（第9条の3） 

→必須 

臨検、捜索に至る手続き（児童虐待防止法における対応） 
 

  
 

【第8条の2】（出頭要求） 

 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童
の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。（後略） 
  
【第9条】（立入調査） 

 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に
立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。（後略） 
  
【第9条の2】（再出頭要求） 

 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従
事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同
伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。（後略） 
  
【第9条の3】（臨検、捜索） 

 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が前条第一項の規定による出頭の求めに応じない場合において、児童虐待が行
われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行い又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は
居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該
児童を捜索させることができる。 
  

警察官の援助 

警察官の援助 

１８７件 

４０件 

１９件 

７件 

H21,4,1～H26,3,31 
４７５件 

＊ 件 数 は H20,4,1 ～
H26,3,31の累計 

＊ 

＊ 

＊ 

資料５参考 


